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ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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令和　　　年　　　月　　　日現在
　このユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の重要事項説明書は、利用希望者が、ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスを受けられるに際し、利用希望者や利用者代理人に対し、当法人の事業運営規程の概要や事業所の従業者などの勤務体制等、利用希望者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記したものです。
1． 当ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所の相談窓口
	電話番号
	０８２７－９７－０８００

	施設長（管理者）
	西田　忠男（ニシダ　タダオ）


※ご不明な点は、何でもおたずねください。
2． 法人の概要
	法人名
	社会福祉法人　力水会

	所在地
	山口県岩国市美和町生見字石兼２４８９－１

	代表者
	理事長　梅田　勝玄

	電話番号
	０８２７－９７－０８００


３．当ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所の概要
（１）当事業所の内容等
	事業所名
	特別養護老人ホーム樂寿苑

	所在地
	山口県岩国市美和町生見字石兼２４８９－１

	電話番号
	０８２７－９７－０８００

	介護保険事業者番号
	３５９０８００５１６

	当事業所のその他のサービス
	


（２）当ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所の職員体制
	職種
	勤務形態と人員

	施設長
（管理者）
	【常　勤　１名】専従　名／兼務　１　名
兼務内訳：（介護職員、介護支援専門員と兼務）

	職務内容　事業所の管理を一元的に行います。

	生活相談員
	【常　勤　１名】専従　１　名／兼務　名

	職務内容　利用者及び利用者代理人、入所希望者、地域住民の相談窓口になります。

	介護職員
	【常　勤　９名】　専従　８名／兼務　１　名
　兼務内訳：（管理者、介護支援専門員　と兼務　１名）
【非常勤　9名】専従　9名／兼務　名

	職務内容　介護計画に基づき必要な介護、生活の支援を行います。

	看護職員
	【常　勤　1　名】　専従　　1　名
　兼務内訳：（　機能訓練指導員　と兼務　1　名）
【非常勤　１　名】　兼務　１名
　兼務内訳：（　機能訓練指導員　と兼務　1　名）

	職務内容　主治医の指示に基づき健康チェックや必要な看護を行います。

	介護支援専門員
	【常勤　1　名／非常勤　　名】　専従　　名／兼務　1　名
兼務内訳：（管理者、介護職員　と兼務　1　名）

	職務内容　利用者のニーズに基づき介護計画を作成します。

	栄養士
	１名【非常勤　１名】専従　１　名／兼務　名

	職務内容　食の管理と栄養の助言を行います。

	調理職員
	【常　勤　２名】

	職務内容　食の調理・配膳をおこないます。

	機能訓練指導員
	【常　勤　　名】　
【非常勤　１　名】（兼務　１名）
　兼務内訳：（看護職員　と兼務　1　名）

	職務内容　主治医の指示に基づき必要な機能訓練を行います。

	医師
	【非常勤　1名】専従　1　名／兼務　名

	職務内容　健康管理と必要な医療的支援。


職員の勤務時間（原則）
日勤8：00～17：00　9：00～18：00　遅出12：00～21：00　夜勤20：55～8：05
（令和　7年10月1日現在）
（３）設備の概要
	１．居室（全個室）
	１部屋の占有面積　　約１５．１㎡以上

	２．静養室
	１ヶ所

	３．浴室
	大浴場１ヶ所、機械浴１ヶ所、個浴１ヶ所

	４．洗面台
	居室に１ヶ所

	５．便所
	各ユニットに３ヶ所

	６．医務室／看護師室
	各１ヶ所

	７．共同生活室
	３ヶ所（キッチン付）

	８．相談室
	１ヶ所

	９．シアタールーム
	１ヶ所

	１０．ラウンジ
	１ヶ所

	１１．ショップコーナー
	１ヶ所

	１２．事務室
	１ヶ所

	１３．リハビリ室
	１ヶ所

	１４．地域交流室
	１ヶ所

	１５．交流ホール
	１ヶ所


（４）利用定員
　３ユニット２９名（１Fユニットは９名、２Fユニットは１０名が２ユニット）
　　全室個室（洋室）。夫婦部屋なし。
　　事業者は、災害その他やむを得ない事情がある場合を除き、入所定員及び居室の
　　定員を超えて入所させないものとする。
4． 当ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の特徴及び運営方針
（１）運営理念について
社会福祉法人力水会が運営するユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護事業所『特別養護老人ホーム樂寿苑』では、運営理念に基づいてサービスを提供します。
始業理念：地域の人たちでつくる地域の人が豊かに安心して暮らせる施設と地域社会を創造する。
法人理念：私たちは全てのご利用者（子供から高齢者まで）に対して尊敬と感謝の気持ちを忘れず一人一人に寄り添える地域福祉を目指します。また職員にも楽しく、働き甲斐のある職場に努めます。全ての人に生き甲斐の輪を広げます。
（２）運営方針
①　事業実施に当たっては、入所者である利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ち、利用者が『生活の主体者』となるようサービスの提供に努めます。
②　事業所の従業者は、利用者の自立支援と自宅（在宅）に帰り生活が出来る事を念頭に置き、必要な身体的・精神的なサービスの提供に努めます。
3 事業所の従業者は、利用者の自立した生活を営む事が出来るよう、生活の邪魔をしません。その上で、必要な買い物、洗濯、掃除、食事の片付け、趣味や日課の継続等を見守り、また利用者と共に行います。
④　事業所の従業者は、利用者の社会生活の維持・継続に向け必要なサービスの提供に努めます。
⑤　事業所の従業者は、利用者が望む機能訓練や健康管理のサービスの提供に努めます。
　⑥　事業実施に当たっては、地域との連携・交流を密に図ると共に、協力医療機関を始め、関係市町村、居宅介護支援事業者及び居宅サービス事業者等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
５．地域密着型施設サービス計画（以下、介護計画とする。）の作成
（１）介護支援専門員は、生活の主体者である利用者の自立支援と在宅復帰を念頭に置き、心身の状況及び意志並びに、その置かれている環境等を踏まえ介護計画を作成します。
（２）介護計画の作成に当たっては、利用者の望む生活に向けた希望等を実現する具体的なサービス方法を記載する事を前提とし、その他サービスの目標を立てます。
（３）利用者の意志に反した目標や介護支援専門員等の従業者が安易に立てた目標を作成しません。
（４）作成した介護計画は、利用者及び利用者代理人に説明し、同意を得る事とし、あわせて交付します。
（５）介護計画は、利用者の望む生活や要望等の変化、要介護認定等の変更・更新等に合わせ、その都度見直します。
６．サービスの概要と提供の留意事項
（１）ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの概要は介護給付対象のサービスとして、入浴・排泄・調理補助・食事の介助・移動や移乗の介助・更衣や整容の介助・機能訓練・洗濯・リネン交換・健康管理・個別によらない余暇活動の支援・介護計画に基づいた外出時の送迎・生活相談・安否確認・日常生活上必要と認められる手続きの代行や付添などです。利用者の嗜好や個別の対応が必要なサービスも可能な限り対応しますので、ご相談下さい。
（２）ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの提供に当たっては、介護計画に基づき、利用者が日常生活を営む上で必要なサービスを行います。
（３）ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの実施に当たっては、懇切丁寧に行う事とし、利用者及び利用者代理人に対し、サービスの提供方法や現状等について理解しやすいよう説明し同意を得る事とします。
（４）ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型手袋をつける、腰ベルトやＹ字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車椅子テーブルをつける、ベッド柵を４本つける、居室外から鍵を掛ける、向精神薬を従業者側の都合で使用する、玄関等を施錠し行動を管理する（防犯上夜間を除く）利用者の生活に関する時間を従業者側の都合で決めない等身体拘束や精神的拘束を一切行わない事とします。
７．入所・退所及びサービス利用に当たっての留意事項等
（１）利用についての留意事項
①　身体的また精神的な障害によって在宅での生活が困難である場合、またその他在宅での生活の継続が困難となった利用希望者に対してユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に努めます。
②　要介護認定等の認定結果が、要介護３から要介護５のいずれかであること、又は要介護１又は要介護２で特例的な入所が認められることが必要です。
③　利用後、医療機関での療養が必要な感染症の発症や著しい精神症状の悪化等、施設生活が困難と判断される場合は、サービスを中止する事が出来る事とし、また、その場合は、利用者及び利用者代理人を始め、居宅介護支援事業者や他の介護保険施設、病院等と連携し適切な生活及び療養の場を見つけるよう努めます。
④　利用者及び利用者代理人が、在宅への復帰を希望した場合は、利用者及び利用者代理人を始め、居宅介護支援事業者等と連携し、速やかに在宅での生活が開始出来るよう必要なサービスに努めます。
⑤　利用者は、サービスの利用に当たって、重要事項説明書に記載されたことのほか、介護保険法等の関係法令を遵守すると共に、他の利用者及び施設に対して危害を及ぼす等の行為を行わない事とします。
（２）利用に関するその他の留意事項
①　来室（面会）・・・9時～16時を基本とさせて頂き事前予約制と致します。
※諸事情もあり上記時間外の面会をご希望の方はご相談ください。　　　　　　　　　　　
②　外出／外泊・・・自由とさせて頂きます。
　　　　　　　　　　　　　　事前予約制とさせて頂き、同伴者はご家族の方のみとさせて頂きます。
　※ご家族以外の方の外出外泊については要相談とさせて頂きます。

③　預かり金について・・・利用者の病院診察料支払い、理美容代、個人嗜好品の購入等、毎月の入所費用に含まれない費用の支払いを行うため、３０，０００円程度までの金銭を預かり金とさせていただきます。
　※預かり金の規程の整備、領収書（レシート）等保管をし、来室時または月ごとに利用者代理人への報告を致します。
８．要介護認定等申請のサービス
利用者の要介護認定等が更新、変更等必要な時期に円滑に申請が行えるよう手続き代行等のサービスを行います。
９．サービス提供の記録
（１）事業者は、ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの実施状況等を記載した個人記録を作成し、サービス完結の日から５年間保管します。
（２）利用者及び利用者代理人は、事業所において当該利用者に関する個人記録を閲覧する事が出来ます。
（３）利用者及び利用者代理人は、当該利用者に関する個人記録の写し（コピー）を請求する事が出来ます。
１０．利用料金等
（１）基本料金
　①ご利用者負担割合：１割の方
【利用者負担第1段階】　※老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯の方
※生活保護受給者の方
	ご利用者の要介護区分 
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５

	介護報酬基本単位
	682単位
	753単位
	828単位
	901単位
	971単位

	食　費
	300円
	300円
	300円
	300円
	300円

	居住費
	880円
	880円
	880円
	880円
	880円

	１日当たりの利用料負担額
	1,862円
	1,933円
	2,008円
	2,081円
	2,151円

	月30日当たりの利用料負担額
	55,860円
	57,990円
	60,240円
	62,430円
	64,530円


【利用者負担第2段階】　※市民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額（非課税年金を含む）の合計が80万円以下の方
	ご利用者の要介護区分 
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５

	介護報酬基本単位
	682単位
	753単位
	828単位
	901単位
	971単位

	食　費
	390円
	390円
	390円
	390円
	390円

	居住費
	880円
	880円
	880円
	880円
	880円

	１日当たりの利用料負担額
	1,952円
	2,023円
	2,098円
	2,171円
	2,241円

	月30日当たりの利用料負担額
	58,560円
	60,690円
	62,940円
	65,130円
	67,230円


【利用者負担第3段階①】　※市民税非課税世帯で、第1、第2段階以外の方
※市民税課税世帯で、特例減額措置を受けている方
※年金収入等80万円超120万円以下の方・単身預金550万円、夫婦預金1，550万円
	ご利用者の要介護区分 
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５

	介護報酬基本単位
	682単位
	753単位
	828単位
	901単位
	971単位

	食　費
	650円
	650円
	650円
	650円
	650円

	居住費
	1,370円
	1,370円
	1,370円
	1,370円
	1,370円

	１日当たりの利用料負担額
	2,702円
	2,773円
	2,848円
	2,921円
	2,991円

	月30日当たりの利用料負担額
	81,060円
	83,190円
	85,440円
	87,630円
	89,730円


【利用者負担第3段階②】　※市民税非課税世帯で、第1、第2段階以外の方
※市民税課税世帯で、特例減額措置を受けている方
※年金収入等120万円超の方・単身預金500万円、夫婦預金1，500万円
	ご利用者の要介護区分 
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５

	介護報酬基本単位
	682単位
	753単位
	828単位
	901単位
	971単位

	食　費
	1,360円
	1,360円
	1,360円
	1,360円
	1,360円

	居住費
	1,370円
	1,370円
	1,370円
	1,370円
	1,370円

	１日当たりの利用料負担額
	3,412円
	3,483円
	3,558円
	3,631円
	3,701円

	月30当たりの利用料負担額
	102,360円
	104,490円
	106,740円
	108,930円
	111,030円


【利用者負担第４段階】　※上記の3段階①・②に該当されない方
	ご利用者の要介護区分 
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５

	介護報酬基本単位
	682単位
	753単位
	828単位
	901単位
	971単位

	食　費
	1,445円
	1,445円
	1,445円
	1,445円
	1,445円

	居住費
	2,066円
	2,066円
	2,066円
	2,066円
	2,066円

	１日当たりの利用料負担額
	4,193円
	4,264円
	4,339円
	4,412円
	4,482円

	月30日当たりの利用料負担額
	125,790円
	127,920円
	130,170円
	132,360円
	134,460円


　②ご利用者負担割合：２割の方
※世帯に65歳以上の方1人の場合、前年の合計所得金額から土地建物等の譲渡所得に係る
特別控除額を差し引いて算定した金額が160万円以上であり、年金収入とその他の合計所得の合計が280万円以上の場合。
※世帯に65歳以上の方２人以上の場合、前年の合計所得金額から土地建物の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定した金額が、160万円以上であり、世帯全体の年金収入とその他の合計所得が346万円以上の場合。
【利用者負担第４段階】　
	ご利用者の要介護区分 
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５

	介護報酬基本単位
	682単位
	753単位
	828単位
	901単位
	971単位

	食　費
	1,445円
	1,445円
	1,445円
	1,445円
	1,445円

	居住費
	2,066円
	2,066円
	2,066円
	2,066円
	2,066円

	１日当たりの利用料負担額
	4,875円
	5,017円
	5,167円
	5,313円
	5,453円

	月30日当たりの利用料負担額
	146,250円
	150,510円
	155,010円
	159,390円
	163,590円


③ご利用者負担割合：３割の方
※世帯に６５歳以上の方１人の場合、前年の合計所得から土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定した金額が220万円以上であり、年金収入とその他の合計所得の合計が340万円以上の場合。
※世帯に65歳以上の方２人以上の場合、前年の合計所得金額から土地建物の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定した金額が、220万円以上であり、世帯全体の年金収入とその他の合計所得が463万円以上の場合。
【利用者負担第4段階】　
	ご利用者の要介護区分 
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５

	介護報酬基本単位
	682単位
	753単位
	828単位
	901単位
	971単位

	食　費
	1,445円
	1,445円
	1,445円
	1,445円
	1,445円

	居住費
	2,066円
	2,066円
	2,066円
	2,066円
	2,066円

	１日当たりの利用料負担額
	5,557円
	5,770円
	5,995円
	6,214円
	6,424円

	月30日当たりの利用料負担額
	166,710円
	173,100円
	179,850円
	186,420円
	192,720円


■介護保険の給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご契約者の負担額を変更します。 
■居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合は、認定証に記載されている負担限度額とします。
その際には、「負担限度額認定証」のご提出をお願いします。
■利用者が、事業所に籍をおいたうえで、外泊や入院等で居室を不在とする場合でも認定証に記載されている居住費の料金は発生します。
（２）加算・その他の費用等
	◇介護報酬　加算単位

	算定有無
	加算名
	内容

	
	初期加算
	入所日から３０日間については、１日あたり３０単位が加算されます。

	
	看護体制加算
Ⅰイ
	常勤の看護師を１名以上配置しており、１日あたり１２単位が加算されます。

	
	看護体制加算
Ⅱイ
	看護師を常勤換算方法で２名以上配置し、看護体制を整備しており、１日あたり２３単位が加算されます。

	
	看取り介護加算
（Ⅰ）
	看取り介護を受けた場合、以下のように加算されます。
死亡日以前31日以上45日以下　１日あたり　　　７２単位
死亡日以前４日以上３０日以下　１日あたり　　１４４単位
死亡日以前の前日及び前々日　  １日あたり　　６８０単位
死亡日　　　　　　　　　　　　１日あたり１，２８０単位

	
	退所時情報提供加算
	医療機関に入院する際に、入所者の同意を得て、心身の状況や生活歴などの情報を医療機関に提供した場合、入所者１人につき１回に限り２５０単位が加算されます。

	
	退所時等相談
援助加算
	退所時において継続した在宅生活が送れるように、関係機関と連携し、情報提供や相談援助を行った場合に、１回を限度に４６０単位～５００単位が加算されます。

	
	協力医療機関
連携加算
	・入所者の急変時に医師や看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している。　
・介護施設から診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保している。　
・入所者が急変し、入院を要すると認められた場合などに、原則として入院を受け入れる体制を確保している。
・入所者の病歴等の情報を、定期的な会議の開催で共有する。
上記算定要件を満たす場合１００単位/月（令和６年度）
　　　　　　　　　　　　　５０単位/月（令和７年度）


	
	日常生活継続　支援加算（Ⅱ）
	ユニット型事業所であり、前６ヵ月間または前１２ヵ月間における新規入所者の総数のうち、要介護状態区分が要介護４～５の方の占める割合が７０％以上であること、もしくは認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上の方の占める割合が６５％以上であること、もしくは医師の指示に基づいた喀痰の吸引や経管栄養を行う必要があるご利用者が１５％以上であること、並びに介護福祉士の数が、常勤換算方法で入所者の数が６またはその端数を増すごとに１以上（樂寿苑の場合４．８以上）である場合に、１日あたり４６単位が加算されます。

	
	サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
	介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が８０％以上である場合もしくは、介護職員の総数のうち、勤続年数１０年以上の介護福祉士の占める割合が３５％以上である場合に１日あたり２２単位が加算されます。

	
	サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
	介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が６０％以上である場合に１日あたり１８単位が加算されます。

	
	サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
	介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が５０％以上である場合もしくは、看護及び介護職員の総数のうち常勤職員の占める割合が７５％以上である場合もしくは、入所者に生活介護を直接提供する職員のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が
３０％以上である場合に１日あたり６単位が加算されます。

	
	栄養マネジメント強化加算
	厚生労働大臣が定める基準イ～ホに適合するものとして、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合に１日あたり１１単位が加算されます。

	
	外泊時費用
	利用者が病院または診療所等へ入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日あたり２４６単位を算定します。

	
	介護職員等処遇
 改善加算（Ⅱ）
	総単位数の１３．６％が加算されます。


　総単位数のうち、利用者の介護保険自己負担分は、ご利用時の介護保険負担割合に応じて算定します。山口県岩国市の単価は1単位１０円となります。各種の加算につきましては、事業者の運営の状況により算定の有無に変更が生じる場合があります。
	◇その他の費用

	預り金
出納管理料
	預り金等事務委託契約を締結したものは、５００円/月の預り金出納管理料を頂きます。

	電気使用料
	電気製品1点につき５００円/月の電気使用料をいただきます。
但し、常時電源を入れ、使用頻度の高い電気製品（例：冷蔵庫・テレビ）に限り、その他の一時的に使用する電気製品に対しては、電気使用料はいただきません。

	教養娯楽費
	１００円（活動される方のみ徴収いたします。）
　（クラブ・サークル活動費の材料費他）

	理美容料
	理美容師による頭髪カットを受けた際には理美容料2,000円/1回頂きます。※髭剃りを希望される方は500円/1回頂きます。

	通院・入退院
送迎料
	美和町以外の通院・入退院の送迎の際には、通院送迎料2,500円/１回頂きます。※入院の場合は、入院時2,500円退院時2,500円となります。


	その他の費用
	個人の嗜好品購入等については、実費負担となります。


※　費用の額にかかわるサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者及び利用者代理人に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者又は利用者代理人の同意を得ます。
※　食費について・・・一日のうち、事業所に滞在する時間が発生した場合は、食事を食べる食べないに係わらず、その費用が掛かります。
（３）事業所で設置している備品について
	個室内
	ベッド、カーテン、洗面台、エアコン、照明


（４）利用者及び利用者代理人にてご用意いただく備品等について
	　居室内のタンス等収納家具、衣類・タオル等身の回りの品、布団類（施設でも用意しておりますが、使い慣れているものを持参していただいても結構です）、居室内でのテレビ等電化製品、居室内でのティッシュペーパー等日用品


（５）料金の支払い方法
　　　自動口座引き落とし。
　　（ご指定の金融機関の口座から月１回引き落とします。）
１１．入所退所の手続き、流れ等
□入所の流れ
　①【利用者／利用者代理人】　 申し込み
2 【樂寿苑】　　訪問して「重要事項説明書」の説明及び入所可能であるか
　　　面接
3 【樂寿苑】　　入所判定委員会にて入所可能と判断
4 【利用者／利用者代理人】　　入所意思確認
5 【利用者／利用者代理人】と【樂寿苑】　　契　約（契約書締結）
6 【利用者】　　入所
7 【樂寿苑】　　翌月に入所月分の費用請求書を発行
・入所月分の居住費、食費、日常生活支援費、
介護保険給付額を差し引いた差額分等の請求
⑧【利用者／利用者代理人】　期日までに振込
　⑨【樂寿苑】　　入金確認
※　利用料については、翌月の請求、支払いになります。
　※　引き落としの手続き完了までに２ヶ月程度かかります。手続きが完了するまでは、お手数ですが、振込みでのお支払いをお願いします。
□退所の流れ
　基本的には、３０日前までに申し出ていただき「解約申込書」をご記入いただきます。
　
１２．協力医療機関等について
	医療機関名
	所在地
	診療科目

	岩国市立美和病院
	岩国市美和町渋前1776
	内科・外科・整形外科

	松田歯科医院
	岩国市美和町渋前1337-3
	歯科


１３．衛生管理
（１）サービスを提供する施設、設備および備品または飲用に供する水について、衛生
　　　的な管理に努め、衛生上必要な対応をする事とします。
（２）事業所において、食中毒及び感染症が発生し、または蔓延しないよう必要な措置を
　　　講ずるものとする。また必要に応じて保健所等関係機関の助言、指導を求めると共　　　　

　　　に、連携を図っていく事とします。
１４．施設の利用に当たっての留意事項
　（１）入所者は施設長や医師、生活指導員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員などの指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めます。
　（２）入所者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続きにより施設長に届ける。
　（３）入所者は健康に留意しるものとし、施設で行う件診断は、特別な理由がないかぎり受診します。
　（４）入所者は、施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のため施設に協力します。
　（５）入所者は施設で次の行為をしてはならない。
　　　一　宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、または自己の利益のために他人の自由を侵す事。
　　　二　けんか、口論、泥酔などで他の入所者等に迷惑そ及ぼすこと。
　　　三　施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。
　　　四　指定した場所以外で火気を用いること。
　　　五　故意に施設もしくは物品に損害を与え、またはこれを持ち出すこと。
１５．緊急時の対応
（１）事業所の従業者は、サービスの提供を行っている時に利用者に病状の急変、その他緊急事態が発生した場合は、昼夜問わず、速やかに主治医または協力医療機関に連絡し、適切な対応をすると共に、施設長（管理者）に報告します。また、必要に応じ、救急搬送等の措置を講ずるものとします。
１６．非常災害対策
（１）事業所は、非常災害に対する具体的な防災計画を立て、非常災害に備えるため、定期的（年２回以上）に避難、救出、その他必要な訓練を行います。
（２）訓練等の実施に当たっては、地域自治会や消防署等と連携して行います。
（３）主な防災設備は、スプリンクラー、非常ベル、非常通報設置、消火器、避難誘導灯、煙感知器、各個室内に熱感知器の設置をしています。
１７．苦情相談窓口・苦情解決担当者について
（１）当事業所の苦情相談窓口
	生活相談員
河村　智恵子（カワムラ　チエコ）
	０８２７－９７－０８００


（２）苦情解決責任者
	管理者
西田　忠男（ニシダ　タダオ）
	０８２７－９７－０８００


（３）その他の苦情相談窓口
	山口県国民健康保険団体連合会
相談係
	０８３－９９５－１０１０

	山口県岩国健康福祉センター
	０８２７－２９－１５１２

	岩国市役所　福祉政策課
	０８２７－２９－５０７２

	山口県福祉サービス運営適正化委員会
	０８３－９２４－２８３７


（４）第三者委員
	監事
村田　やよい（ムラタ　ヤヨイ）
	山口県岩国市美和町北中山８１３番地
０９０－７７７７－３４０４


（５）第三者による評価
	第三者による
評価の実施状況
	１　あり
	実施日
	

	
	
	評価機関名称
	

	
	
	結果の開示
	１　あり    ２　なし

	
	２　なし


１８．秘密の保持
（１）事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者及び利用者代理人の秘密（情報）を厳守致します。
（２）事業者は、協力医療機関や関係機関等との相談、会議等を開催する場合、利用者及び利用者代理人の個人情報を用いる場合は、あらかじめ利用者及び利用者代理人に同意を得ることとします。また、同意の期間は契約期間に準じます。
１９.研修
　　事業所は、従業者等の資質向上を図る為の研修の機会を次のとおり設けるものとし、
　　また、実施の為の業務体制を整備する。
　　１　採用時の研修　　採用後４週間
　　２　定期研修　　　　年間２回以上
　　３　その他の研修　　臨時研修の開催及び外部研修への参加。

２０．地域との連携
運営推進会議をおおむね２カ月に１度開催し、地域住民との連携及び協力、交流を図ることとします。
２１．虐待防止に関する事項
　　　施設は、入所者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を
　　　講ずるものとします。
（1） 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置を活用して行うこ
とができるものとする。）定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
（2） 虐待防止のための指針を整備します。
（3） 虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
（4） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。　　　

　　２施設はサービス提供中に当該施設従業者又は養護者（入所者の家族等高齢者を現に
　　　養護する者）による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、
　　　これを市町村及び地域包括センターに通報するものとします。

２２．身体拘束に関する事項
　　施設は入所者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。
　　但し、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない
　　場合には、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や適性な手続きにより身体等の拘束を行　います。
3． 施設は身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。
（1） 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用
しておこなうことができるものとします。）を３月に１回以上開催するとともに、
その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るものとします。
（2） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
（3） 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。

２３・業務継続計画の策定等
　　　施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護福祉士施設
　　　サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとします。
　　　２，施設は従事者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
　　　３・施設は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。

、

２４・事故発生時の対応と損害賠償
　　　　事業者が利用者に対して行うサービスの提供により、事故が発生した場合には、速やかに利用者代理人と保険者に連絡するとともに、関係機関等に連絡し、必要な対応を講じます。
　　　　また、事業者が利用者に対して提供したサービスにおいて、損害賠償をすべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。
２５．その他の運営規定に関する重要事項
　　　この規定に定めるほか、運営に関する必要な事項は、社会福祉法人　力水会の代表者と事業所の施設長（管理者）の協議に基づいて定める事とする。
附則　この規定は、令和５年９月１日から施行する。
　　　この規定は、令和６年９月１日から改訂する。
　　　この規定は、令和６年１２月１日から改訂する。
令和　　　年　　　月　　　日
サービスの提供にあたり、利用者及び利用者代理人に対して本書面に基づいて重要な事項を説明しました。
　【事業者】
　　　法人名　：　社会福祉法人　力水会
　　　法人代表者：　理事長　　梅田　勝玄　　　印
事業所名：　特別養護老人ホーム樂寿苑
　　　介護保険事業所指定番号：３５９０８００５１６
　　　所在地　：　〒740－1231　山口県岩国市美和町生見字石兼２４８９－１
　　　説明者　：　所　属　　特別養護老人ホーム樂寿苑　　　　
　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　
　私は、本書面により、事業者からユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業のサービスについての重要事項の説明を受けました。
　　　利用者　　：　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　
　　利用者代理人　：　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　
